
国立大学法人電気通信大学施設等使用細則

平成16年 4月 1日

改正

平成19年 1月16日

平成19年 8月27日

平成24年 3月27日

平成31年 3月18日

令和 2年12月25日

（目的）

第１条 この細則は、国立大学法人電気通信大学資産管理規程第２５条に基づき、国立大

学法人電気通信大学（以下｢本学｣という。）所属の土地、建物（以下「施設等」という。）

の使用に関する必要な事項を定め、もって施設等の適正かつ円滑な使用を図ることを目

的とする。

（適用範囲）

第２条 施設等の使用については、別に定めがある場合を除き、この細則の定めるところ

による。

（使用の基準）

第３条 施設等は、本学の事業に支障ない限り、学術、文化、公共の目的及びその他学長

が適当と認めたものについて、１年を限度として次の各号により使用を許可をすること

ができる。ただし、特別の事由がある場合は、１年を超えることができる。

(1) １年を通じて又はそれに準じて施設等を継続的に使用する場合

(2) 行事等で施設等を一時的に使用する場合

（使用の申込み）

第４条 施設等を使用しようとする者は、施設等使用申請書（前条第１号の使用について

は第１号様式、前条第２号の使用については第２号様式）を、前条第１号の場合は、使

用開始日の１か月前までに、前条第２号の場合は、１０日前までに学長に提出し、許可

を受けるものとする。

（使用の許可）

第５条 前条の申請により学長が使用を許可したときは、施設等使用許可書（第３条第１

号の使用については第３号様式、同条第２号の使用については第４号様式）（以下「許

可書」という。）を交付する。

（使用料等の納入）

第６条 使用料は、類似施設の賃貸取引事例又は不動産鑑定士の鑑定評価額等に基づき算

定した額とする。ただし、学長が認める場合には、使用料を別途決定できるものとする。

２ 許可書を交付された者（以下「使用者」という。）は、使用料及び使用に伴う光熱水

料を納入しなければならない。ただし、学長が適当と認めたものについては、使用料及

び光熱水料のいずれか又は両方を無償とし、又は減額することができる。



３ 第３条第１号により使用を許可された者は、前項の使用料及び光熱水料を、指定する

期日までに財務責任者が発する請求書により納入しなければならない。

４ 第３条第２号により使用を許可された者は、許可書に記載された使用料及び光熱水料

を使用日の前日までの指定する期日までに、財務責任者が発する請求書により納入しな

ければならない。ただし、当該者が国の機関若しくは地方公共団体の場合、又は使用を

許可された場所が多摩川運動場の場合（悪天候又は自然災害により使用を中止した場合

を除く。）には、使用日の翌日以降の指定する期日までに財務責任者が発する請求書に

より納入しなければならない。

５ 光熱水料は、使用料に含めることができる。

（使用の変更、取消）

第７条 使用者は、使用日時等を変更し又は取消そうとする場合には、事前に学長に申出

て、承認を受けなければならない。

（使用期間の更新）

第８条 第３条第１号で使用を許可された者が、使用期間の更新を希望するときは、許可

書（第３号様式）に記載の手続きをもって学長に申請しなければならない。

（使用の許可の取消及び停止）

第９条 次に掲げる場合には、使用の許可を取消又は停止させることができるものとし、

このため使用者にいかなる損害が生じても、本学はその責を負わない。

(1) 施設等使用申請書の記載事項が事実に反する場合

(2) 施設等に損害を与えるおそれがある場合

(3) 使用料を納入しない場合

(4) 施設等の管理上必要が生じた場合

(5) その他本学の指示に従わない場合

（使用料等の返還）

第10条 第７条による場合を除き、原則として、納入された使用料及び光熱水料は返還し

ない。ただし、使用の許可の取消又は停止が使用者の責によらない場合には、納入され

た使用料及び光熱水料は返還するものとする。

２ 前項について、使用許可期間中に使用許可の取消又は停止を行う場合は、使用許可期

間の残日数等に応じた使用料及び光熱水料を返還するものとする。

（使用条件）

第11条 使用者は、許可書に付した使用条件を守らなければならない。

（原状回復）

第12条 施設等の使用を終了したとき又は学長が使用許可を取消したときは、直ちに、使

用前の原状に復して返還し、担当者の確認を受けなければならない。

（損害賠償等）

第13条 使用者がその責に帰する事由により施設等又は備品を損傷したときは、本学の指

示に従って、速やかに修復するか又はその損傷によって生じた損害額を弁償しなければ

ならない。

附 則



この細則は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則

この細則は、平成１９年１月１６日から施行する。

附 則

この細則は、平成１９年８月２７日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。

附 則

この細則は、平成２４年３月２７日から施行する。

附 則

この細則は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この細則は、令和３年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この細則の施行の際、現にあるこの細則による改正前の様式（次項において「旧様式」

という。）により使用されている書類は、この細則による改正後の様式によるものとみ

なす。

３ この細則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り

繕って使用することができる。



（第１号様式）

申請日： 年 月 日

国立大学法人電気通信大学長 殿

申請者

住所

氏名

（団体・法人にあっては代表者職記名押印）

施設等使用申請書

貴学の施設等を下記のとおり使用したく、関係資料を添付して申請いたします。なお、

許可の上は施設等使用許可書に付された条件を遵守いたします。

記

１．申請場所

２．使用目的

３．使用施設及び面積

４．使用期間

５．使用施設の管理及び連絡先、担当者名

６．添付書類

７．その他



（第２号様式）

年 月 日

国立大学法人電気通信大学長 殿

申請者

住 所

名 称

（団体・法人にあっては代表者職記名押印）

施 設 等 使 用 申 請 書

下記のとおり施設等を使用したいので、申請します。

なお、使用にあたっては、貴学施設等使用細則及び使用条件を厳守します。

記

使用施設等名

使用年月日 年 月 日（ 曜日） 時 分 ～ 時 分

使 用 目 的

現場責任者

日中連絡先携帯電話番号

使 用 人 員

□ 使用する □ 使用しない

冷暖房使用 （本学の授業の無い時期・時間帯に冷暖房を使用する場合、本学の空調管理委託会社に対して

別途料金が発生する場合があります。）

□ 本学財務課出納係にて直接納入

使 用 料 □ 銀行振込（振込手数料はご負担いただきます。）

□ 無償（近隣の学校等による使用で、バス乗降又は自然観察等、軽微

かつ一時的なもの）

備 考

※１ 使用目的等により、使用を認められない場合や、使用料の無償を認められない場合があります

※２ 使用者団体は必ず主催者団体としてください。転貸、営利目的利用又は本来の目的とは異なる

利用等が認められた場合は、使用許可を取り消すとともに、その団体が無償使用の場合には、

使用料及び光熱水料を申し受けます。

※３ 請求書の宛先は使用者欄に記載の団体名及び氏名になります。請求書の宛先を変更したい場合

（団体名のみにしたい等）は、その旨及び宛先名を備考欄にご記入ください。



（第３号様式）

年 月 日

殿

国立大学法人電気通信大学長

施 設 等 使 用 許 可 書

年 月 日付けで申請のあった本学施設等の使用については、国立大学法人電気通信

大学施設等使用細則第３条第１号に基づき、下記の条件を付して許可する。

記

（使用許可施設等）

第１条 使用を許可する施設等は、次のとおりである。

所 在

区 分

数 量

使用部分

（指定する用途）

第２条 使用を許可された者は、前記の施設等を 用に供しなければならない。

（使用許可期間）

第３条 使用を許可する期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。ただし、

使用許可の更新を受けようとするときは、使用を許可された期間の満了１か月前までに、所定の様

式により学長に申請しなければならない。

（使用料、光熱水料及び延滞金）

第４条 使用料は、 円（うち消費税及び地方消費税相当額 円）とし、本学

の発する請求書により、指定期日までに納入しなければならない。

２ 光熱水料は、本学の発する請求書により、指定期日までに納入しなければならない。

３ 指定期日までに使用料、光熱水料を支払わないときは、その翌日から納入の日までの日数に応じ、

年 5.0％の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。

（使用料の改定）

第５条 学長は、経済状勢の変動等により特に必要があると認める場合には、使用料を改定すること

ができる。

（施設保全義務等）

第６条 使用を許可した施設等は、指定する用途の範囲内で使用させるものであり、使用を許可され

た者は、善良な管理者の注意をもって維持保存しなければならない。

２ 前項の維持保存のため通常必要とする修繕費その他の経費は、使用を許可された者の負担とし、

その費用は請求しないものとする。



（使用上の制限）

第７条 使用を許可された者は、使用を許可された期間中、使用を許可された施設等を第２条に指定

する用途以外に供してはならない。

２ 使用を許可された者は、使用を許可された施設等を他の者に転貸し、又は担保に供してはならな

い。

３ 使用を許可された者は、使用を許可された施設等について修繕、模様替その他の行為をしようと

するとき、又は使用計画を変更しようとするときは、事前に書面をもって学長の承認を受けなけれ

ばならない。

（使用許可の取消又は変更）

第８条 学長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可の取消又は変更をすることができる。

(1) 使用を許可された者が許可条件に違背したとき。

(2) 本学において使用を許可した施設等を必要とするとき。

２ 前項第１号による取消又は変更の場合には、既納の使用料及び光熱水料は返還しない。

３ 第１項第２号による取消又は変更の場合には、既納の使用料及び光熱水料は返還するものとする。

ただし、使用許可期間中に使用許可の取消又は変更を行う場合は、使用許可期間の残日数等に応

じた使用料及び光熱水料を返還するものとする。

（原状回復）

第９条 学長が使用許可を取消したとき、又は使用を許可した期間が満了したときは、使用を許可さ

れた者は、自己の負担で、学長の指定する期日までに、使用を許可された施設等を原状に回復して

返還しなければならない。ただし、学長が特に承認したときは、この限りでない。

２ 使用を許可された者が原状回復の義務を履行しないときは、学長は、使用を許可された者の負担

においてこれを行うことができる。この場合使用を許可された者は、学長に異議を申し立てること

ができない。

（損害賠償）

第10条 使用を許可された者は、その責に帰する事由により、使用を許可された施設等の全部又は一

部を滅失又はき損したときは、当該滅失又はき損による使用を許可された施設等の損害額に相当す

る金額を損害賠償として支払わなければならない。ただし、前条の規定により使用を許可された施

設等を原状回復した場合は、この限りでない。

２ 前項に掲げる場合のほか、使用を許可された者は、本許可書に定める義務を履行しないため損害

を与えたときは、その損害額の相当する金額を損害賠償額として支払わなければならない。

（有益費等の請求権の放棄）

第11条 使用許可の取消が行われた場合においては、使用を許可された者は、使用を許可された施設

等に投じた改良のための有益費その他の費用が現存している場合であっても、その費用等の償還の

請求はしないものとする。

（実地調査等）

第12条 学長は使用を許可した施設等について随時に実地調査し、又は所要の報告を求め、その維持

使用に関し指示することができる。

（疑義の決定）

第13条 本条件に関し、疑義のあるときその他使用を許可した施設等の使用について疑義を生じたと

きは、学長の決定するところによるものとする。



（第４号様式）

年 月 日

殿

国立大学法人電気通信大学長

施 設 等 使 用 許 可 書

年 月 日付けで申請のあった本学施設等の使用を下記により許可する。

記

使用施設等名

使用年月日 年 月 日（ ） 時 分 ～ 時 分

使 用 目 的

使 用 人 員

使 用 料 円（光熱水料含む）

使 用 条 件 本学施設等使用細則及び裏面の使用条件を厳守すること。



使 用 条 件

１ 本許可書は、施設等使用中、常に責任者が所持し、本学担当者の請求に応じて提示すること。

２ 使用施設等は使用目的以外に使用し、又は他へ転貸しないこと。

３ 使用許可を受けた範囲以外の場所に無断で立ち入らないこと。

４ 施設等及び備品を損傷しないよう十分注意すること。

５ 火気の取締りは特に厳重にし、火災予防に対する万全の措置をすること。また、特定の場

所以外では絶対に喫煙しないこと。なお、火気を使用する場合には、事前に本学の許可を受

けること。

６ 使用施設等は常に清潔を保ち、使用後は速やかに整理・清掃し、原状回復すること。

７ 施設等の管理上、必要が生じた場合には、使用の許可を取消し、又は使用を停止させるこ

とがあるものとし、このため使用者にいかなる損害が生じても、本学はその責を負わない。

ただし、取消又は停止が使用者の責によらない場合には、納入された使用料及び光熱水料は

返還するものとする。

８ 使用中に生じた事故は、全て使用者の責に帰すものとする。

９ その他の詳細な事項については、本学担当者の指示に従うものとする。


